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市 町 村 長   様 

 

長野県知事 田 中 康 夫 

 

「世界禁煙デー」における取組み及び今後のたばこ対策について（依頼） 

 

５月３１日は「２１世紀・たばこのない社会」を目指し、世界保健機構（WHO）参加各

国が行動する「世界禁煙デー」です。長野県では、５月 31 日から６月６日までの間を禁

煙週間とし、「やめよう！ こどもたちのために・・・」を合言葉に「信州ケムダン（煙断：

日中禁煙）運動」を推進します。 

国においても文部科学省が、全国約 55,000 校での禁煙・分煙状況について初の大規模

調査に乗り出すなど、たばこ対策を進めてきています。 

是非この機会に、多くの人々が訪れる市町村有施設において、「敷地内禁煙」又は「建物

内禁煙」の実施をはじめとした、「たばこによる害のない信州」の実現に向けた対策がより

一層推進されますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

つきましては、貴市町村の現在の状況及び今後の取組み予定等について把握いたしたく、

別紙により６月 30 日までに保健所長あてご報告をお願いします。なお、ご報告いただき

ました現在の状況につきましては、県のホームページで公表させていただきますのでご承

知おきください。 

 

なお、各保健所では、たばこ対策を支援するための事業を積極的に展開しており、貴市

町村における取り組みにつきましても、でき得る限りのサポートをさせていただきますの

で、是非ご活用ください。 
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※ 平成１６年度の県政世論調査では、県有施設の敷地内禁煙など、「たばこによる害のない信

州」の実現を目指して幅広く施策を展開する点に関し、８割以上の県民の皆さまから高い評

価を頂戴しております。また、病院、学校、公共交通機関、社会福祉施設、官公庁施設（県

庁舎・議会等、市町村役場等）など、公共性の高い場所については取り分け、多くの皆さま

が「禁煙にして欲しい」と願っております。 


